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令和 ３ 年 12 月 17 日

第 １３４６６ 号（金曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

石川県告示第481号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定する特定調達

契約につき、一般競争入札の落札者を決定したので、次のとおり落札者等について告示する。

　　令和３年12月17日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　石川県立図書館第二期新システム（その４）デジタルサイネージシステム用機器等の賃貸借及び保守　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　石川県県民文化スポーツ部文化振興課新図書館整備推進室

　　金沢市鞍月１丁目１番地

３　落札者を決定した日

　　令和３年10月14日

４　落札者の名称及び所在地

　　三菱ＨＣキャピタル株式会社

　　東京都千代田区丸の内一丁目５番１号

５　落札金額

　　67,372,800円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　一般競争入札の公告を行った日

　　令和３年９月３日

石川県告示第482号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予

定である。

　　令和３年12月17日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

　　加賀市（次の図に示す部分に限る。）

　　　　告　　　示
○一般競争入札の落札者等 （文化振興課）　１

○保安林の指定施業要件の変更予定 （森林管理課）　１

○県道の区域の変更 （道路整備課）　２

○県道の供用の開始 （　　同　　）　３

○道路の占用を制限する区域の指定 （　　同　　）　３

　　　　公　　　告
○特定調達契約に係る入札公告 （デジタル推進課）　３

○印刷物等への広告掲載に係る入札公告 （管　財　課）　５

○特定調達契約に係る入札公告 （地域医療推進室）　10

　　　　公安委員会
○情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行

　うことができる手続等の一部改正 　12

目　　　　　　　　　　　次

告　　　　　　　　示
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２　保安林として指定された目的

　　飛砂の防備

３　変更後の指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　 　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び加賀市役所に備え

置いて縦覧に供する。）

１　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

　　加賀市（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　風害の防備

３　変更後の指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　 　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び加賀市役所に備え

置いて縦覧に供する。）

１　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

　　加賀市（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　公衆の保健

３　変更後の指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　 　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び加賀市役所に備え

置いて縦覧に供する。）

石川県告示第483号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり県道の区域を変更した。

　なお、その関係図面は、令和３年12月17日から令和４年１月６日まで縦覧に供する。

　　令和３年12月17日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　
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路　線　名
道　　　路　　　の　　　区　　　域 関係図面の

縦 覧 場 所変　　更　　の　　区　　間 旧新別 敷地の幅員（m） 延長（m）

金沢美川小松線
白山市上小川町873番１地先から

白山市松本町2159番１地先まで

旧 14.50～ 68.63 1895.6
石 川 土 木

総合事務所

維持管理課新 25.19～ 72.11 1895.6

高松内灘線
河北郡内灘町字室西51番地先から

河北郡内灘町字室西47番１地先まで

旧 8.15～ 9.51 111.0
津 幡 土 木

事 務 所

維持管理課新 8.18～ 11.11 111.0

石川県告示第484号

　次のとおり県道の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、告示する。

　なお、その関係図面は、令和３年12月17日から令和４年１月６日まで縦覧に供する。

　　令和３年12月17日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 供 用 開 始 の 期 日
関係図面の

縦 覧 場 所

高松内灘線
河北郡内灘町字室西51番地先から

河北郡内灘町字室西47番１地先まで
令 和 ３ 年 12 月 17 日

津 幡 土 木

事 務 所

維持管理課

石川県告示第485号

　道路法（昭和27年法律第180号）第37条第１項の規定により、次のとおり道路の占用を制限する区域を指定する。

　なお、その関係図面は、令和３年12月17日から令和４年１月６日まで縦覧に供する。

　　令和３年12月17日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　道路の種類、路線名、占用を制限する区域及び関係図面の縦覧場所

道路の種類 路　線　名 占　用　を　制　限　す　る　区　域
関係図面の

縦 覧 場 所

一 般 県 道 高松内灘線
河北郡内灘町字室西51番地先から

河北郡内灘町室西47番１地先まで

津 幡 土 木

事 務 所

維持管理課

２　制限の対象とする占用物件

　 　新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを

除く。）

　 　ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができな

いと認められる場合は、この限りでない。

３　占用を制限する理由

　　緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

４　占用の制限の開始の期日

　　令和３年12月17日

特定調達契約に係る入札公告

　次のとおり地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定す

公　　　　　　　　告
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る特定調達契約に係る一般競争入札を実施する。

　　令和３年12月17日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　調達内容

　⑴　借上件名及び数量

　　　仮想デスクトップ環境に係る機器等借上　一式

　⑵　調達件名の特質等

　　　入札説明書による。

　⑶　借上期間

　　　令和４年３月21日から令和９年３月20日まで

　⑷　借上場所

　　　別途指定する場所

　⑸　入札方法

　　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること｡

　⑵ 　令和３年度に石川県において締結が見込まれる物品等の特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資

格等（令和３年石川県告示第132号）に基づき、競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

　⑶　指名停止の措置を受けている者でないこと。

３　入札者に要求される義務

　 　入札参加希望者は、次の⑴から⑶までに示す事項について証明する書類を令和４年１月11日（火）午後５時まで

に４⑴の場所に提出しなければならない（郵送の場合は、簡易書留とし、提出期限内必着とする。）。提出された証

明書等を審査した結果、当該物品を納入することができると認められる者に限り、入札参加対象者とする。なお、

契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない｡

　⑴　当該調達物品が入札説明書に示す仕様に合致していること。

　⑵　当該調達物品を確実に納入できること。

４　入札書の提出場所等

　⑴　入札書の提出場所､ 契約条項を示す場所､ 入札説明書の交付場所及び問合せ先

　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地

　　　石川県総務部デジタル推進課

　　　電話番号　076－225－1322　FAX番号　076－225－1319

　⑵　入札説明書の交付方法

　　　⑴の交付場所において交付、又は電子メールにより交付

　⑶　入札説明書の交付期間

　　　令和３年12月17日（金）から同月28日（火）までの県の機関の休日を除く毎日午前９時から午後５時まで

　⑷　入札書の受領期限

　　　令和４年１月25日（火）午前10時（郵送の場合は、簡易書留とし、受領期限内必着とする。）

　⑸　開札の日時及び場所

　　　令和４年１月25日（火）午前10時　石川県庁行政庁舎1108会議室

５　その他

　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑵　入札保証金及び契約保証金

　　　免除

　⑶　入札の無効
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　　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった

者の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする｡

　⑷　契約書作成の要否

　　　要

　⑸　落札者の決定方法

　　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする｡

　⑹　手続における交渉の有無

　　　無

　⑺　その他

　　　詳細は､ 入札説明書による｡

６　Summary

　⑴　Nature and quantity of the products to be rented

　　　Virtual desktop environment

　⑵　Period of lease

　　　From March 21 2022 through March 20 2027

　⑶　Delivery place

　　　To be specified later

　⑷　Time limit of tender

　　　10:00 a.m. January 25, 2022

　⑸　Contact point for the notice

　　　Digital Promotion Division, General Affairs Department,

　　　Ishikawa Prefectural Government

　　　1-1 Kuratsuki Kanazawa 920-8580 Japan

　　　Phone +81-76-225-1322

印刷物等への広告掲載に係る入札公告

　次のとおり一般競争入札を実施する。

　　令和３年12月17日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　一般競争入札に付する事項

　⑴　件名

　　　石川県発行印刷物への広告掲載

　⑵　広告を掲載することができる印刷物

番号 印　　　　　刷　　　　　物　　　　　名

１ 財政のあらまし

２ 給与支給明細書

３ 県勢便覧石川のガイド2022

４ ほっと石川

５ 石川県立美術館令和５年度展覧会スケジュール

６ 石川県立美術館だより

７ 石川れきはく

８ 県政学習バス

９ こどもの救急

10 はくさん

11 晴れたらいいね

12 いしかわ県民大学校令和５年度受講案内
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　⑶　広告掲載期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

２　入札方法

　　番号１から12までを一括して入札に付するものとする。

　 　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金

額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

３　入札及び開札の日時及び場所

　⑴　日時

　　　令和４年２月３日（木）午後２時（入札後、即時開札する。）

　⑵　場所

　　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁行政庁舎６階　603会議室

４　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵ 　平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入

札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成９年石川県告示第581号）に基づき、

令和３年度において競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

　⑶　指名停止措置を受けていない者であること。

　⑷ 　石川県暴力団排除条例（平成23年石川県条例第20号。以下「条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団 

（以下 ｢暴力団｣ という。）ではないこと及び次のアからオまでに該当しない者であること。

　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店、営業所その他の事業所

を代表する者をいう。以下同じ。）が、条例第２条第３号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

ある者

　　イ　暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員を利用したことがある者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

５　契約の条項を示す場所等

　⑴　契約内容に関する事項

　　　入札案内書に記載のとおり

　⑵　入札案内書の交付場所

　　　石川県総務部管財課資産活用室

　　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁行政庁舎６階

　　　電話番号　076－225－1266

６　その他

　⑴　入札保証金及び契約保証金

　　　免除

　⑵　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書その他入札案内書に示す無効の入札に掲げる

入札書は、無効とする。

　⑶　落札者の決定方法

　　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格以上の価格で最高の

価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

　⑷　その他

　　　詳細は、入札案内書による。
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１　一般競争入札に付する事項

　⑴　件名

　　　石川県が管理するホームページへの広告掲載

　⑵　広告を掲載することができるホームページ

番号 ホ　　ー　　ム　　ペ　　ー　　ジ　　名

１ 庶務事務支援システム

２ 施設利用予約システム

３ 石川県ホームページ

４ 石川県立美術館ホームページ

５ 石川県立歴史博物館ホームページ

６ 石川四高記念文化交流館ホームページ

７ いしかわ統計指標ランド

８ 石川県医療・薬局機能情報提供システム

９ 石川ナースナビ

10 石川みち情報ネット

11 石川県教員総合研修センター・いしかわ師範塾ホームページ

12 石川県スポーツ情報ネットワーク　スポナビいしかわ

　⑶　広告掲載期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

２　入札方法

　　番号１から12までを一括して入札に付するものとする。

　 　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金

額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

３　入札及び開札の日時及び場所

　⑴　日時

　　　令和４年２月３日（木）午後２時15分（入札後、即時開札する。）

　⑵　場所

　　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁行政庁舎６階　603会議室

４　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵ 　平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入

札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成９年石川県告示第581号）に基づき、

令和３年度において競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

　⑶　指名停止措置を受けていない者であること。

　⑷ 　石川県暴力団排除条例（平成23年石川県条例第20号。以下「条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団 

（以下 ｢暴力団｣ という。）ではないこと及び次のアからオまでに該当しない者であること。

　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店、営業所その他の事業所

を代表する者をいう。以下同じ。）が、条例第２条第３号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

ある者

　　イ　暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員を利用したことがある者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者
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　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

５　契約の条項を示す場所等

　⑴　契約内容に関する事項

　　　入札案内書に記載のとおり

　⑵　入札案内書の交付場所

　　　石川県総務部管財課資産活用室

　　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁行政庁舎６階

　　　電話番号　076－225－1266

６　その他

　⑴　入札保証金及び契約保証金

　　　免除

　⑵　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書その他入札案内書に示す無効の入札に掲げる

入札書は、無効とする。

　⑶　落札者の決定方法

　　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格以上の価格で最高の

価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

　⑷　その他

　　　詳細は、入札案内書による。

１　一般競争入札に付する事項

　⑴　件名

　　　石川県有施設への広告掲載

　⑵　広告を掲載することができる施設

番号 施　　　設　　　名 掲　　載　　箇　　所 グループ名

１ いしかわ動物園 屋外出口フェンス 県有施設

Ａエントランス広場壁面

２ 石川県立野球場 内野ラバーフェンス

外野ラバーフェンス

３ 石川県西部緑地公園陸上競技場 ライトスタンド壁面

レフトスタンド壁面

４ いしかわ総合スポーツセンター メインアリーナ壁面

トレーニングルーム壁面

５ 石川県庁舎（行政庁舎） ２階　市町交流コーナー 県有施設

Ｂ２階　食堂前掲示板

19階　自動販売機横パーティション

６ 石川県立音楽堂 プロムナード壁面

７ 石川県ふれあい昆虫館 １階　休憩コーナー壁面

８ 石川県パスポートセンター ガラス壁面

パンフレットスタンド

　⑶　掲載期間

グループ名 日　　　　　　　　時

県有施設Ａ 令和４年４月１日から令和７年３月31日まで（３年間）

県有施設Ｂ 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで（１年間）

２　入札方法

　 　県有施設Ａ（番号１から４まで）と、県有施設Ｂ（番号５から８まで）に分け、それぞれ一括して入札に付する
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ものとする。

　 　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金

額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

３　入札及び開札を行う日時及び場所

グループ名 入　札　日　時 場　　　　　所

県有施設Ａ 令和４年２月３日（木）午後２時30分

（入札後、即時開札する。）

金沢市鞍月１丁目１番地

石川県庁行政庁舎６階　603会議室

県有施設Ｂ 令和４年２月３日（木）午後２時45分

（入札後、即時開札する。）

４　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵ 　平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入

札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成９年石川県告示第581号）に基づき、

令和３年度において競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

　⑶　指名停止措置を受けていない者であること。

　⑷ 　石川県暴力団排除条例（平成23年石川県条例第20号。以下「条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団 

（以下 ｢暴力団｣ という。）ではないこと及び次のアからオまでに該当しない者であること。

　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店、営業所その他の事業所

を代表する者をいう。以下同じ。）が、条例第２条第３号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

ある者

　　イ　暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員を利用したことがある者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

５　契約の条項を示す場所等

　⑴　契約内容に関する事項

　　　入札案内書に記載のとおり

　⑵　入札案内書の交付場所

　　　石川県総務部管財課資産活用室

　　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁行政庁舎６階

　　　電話番号　076－225－1266

６　その他

　⑴　入札保証金及び契約保証金

　　　免除

　⑵　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書その他入札案内書に示す無効の入札に掲げる

入札書は、無効とする。

　⑶　落札者の決定方法

　　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格以上の価格で最高の

価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

　⑷　その他

　　　詳細は、入札案内書による。
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特定調達契約に係る入札公告

　次のとおり地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定す

る特定調達契約に係る一般競争入札を実施する。

　　令和３年12月17日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　入札に付する事項

　⑴　件名

　　　石川県ドクターヘリ運航業務委託

　⑵　委託業務名及び数量

　　　石川県ドクターヘリ運航業務　一式

　⑶　委託業務の内容等

　　　入札説明書等による。

　⑷　委託期間

　　　契約日から令和９年３月31日まで

　⑸　委託業務の履行場所

　　　基地病院：金沢市鞍月東２丁目１番地　石川県立中央病院

　　　運航圏域： 原則として石川県全域（ただし、他県の医療機関及び消防機関等からの要請並びに大規模災害時に

おける被災県等からの応援要請に対しては協議のもとで対応）

２　競争入札参加者資格

　 　令和３年度に石川県において締結が見込まれる物品等の特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格

等（令和３年石川県告示第132号）に基づき、競争入札参加者資格を有すると認められた者で、次の全ての要件を

満たすこと。

　 　ただし、共同事業体で参加する場合は、当該共同事業体の全ての構成員が次の⑴から⑶までの要件を満たし、かつ、

当該共同事業体の構成員のうち１者以上の者が⑷から⑼の要件を満たすこと。

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵ 　入札参加資格要件確認申請書の提出期限の日から開札の日までの間に、石川県知事の入札参加資格停止の措置

を受けていない者であること。

　⑶ 　過去３年間に、ドクターヘリの運航事業において運航の責めに帰すべき理由により搭乗者等が死亡に至る重大

な事故を発生させていないこと。

　⑷　本業務の受託に係る航空法（昭和27年法律第231号）第100条第１項の許可を有していること。

　⑸　航空運送事業の10年以上の実績を有すること。

　⑹ 　本業務の実施に必要な専任の人員及び機体の確保ができる者で、本業務の実施に必要な有資格操縦士、有資格

整備士及び運航管理担当者と同数以上の有資格操縦士、有資格整備士及び運航管理担当者を雇用していること。

　⑺ 　本業務に使用する機体の故障その他の理由により運航に支障をきたすと認められる場合に、速やかに代替機体

を配備するなどの適切な措置を講じて、運航を継続することが可能であること。

　⑻　過去５年間に、ドクターヘリ運航業務の契約の実績があること。

　⑼ 　これまでに全国消防機関、都道府県又は総務省が実施する消防防災ヘリコプターについて、運航の受託実績が

あること。

３　入札参加資格要件確認申請書及び入札書の提出先、契約条項を示す場所並びに問合せ先

　　石川県健康福祉部地域医療推進室

　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地

　　電話番号　076－225－1449

４　入札説明書の交付方法

　 　３に掲げる場所で交付するほか、石川県健康福祉部地域医療推進室のホームページに掲載し、ダウンロードする

方法により交付する。

５　入札参加資格要件確認申請書の提出期限及び方法

　　入札に参加しようとする者は、次により、入札参加資格要件確認申請書を提出しなければならない。

　⑴　提出期限　令和３年12月28日（火）午後５時15分
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　⑵　提出方法　持参又は郵送による。

　⑶　提出書類　入札説明書において定める。

　⑷　提出部数　１部

６　入札期間等

　⑴　入札書の受領期限　令和４年1月26日（水）午前11時

　⑵　提出方法　持参又は郵送による。

　　　郵送の場合は、必ず配達証明付き郵便（令和４年1月25日（火）午後５時15分必着）によること。

　⑶　開札の日時及び場所　令和４年1月26日（水）午前11時

　　　石川県庁行政庁舎８階812会議室

７　落札者の決定方法

　⑴　落札者の決定基準

　　 　地方自治法施行令第167条の10の２第３項に規定する総合評価一般競争入札により落札者を決定するものとし、

石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第120条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の

価格をもって入札を行った者のうち、価格その他の条件が石川県にとって最も有利な入札を行った者を落札者と

する。

　　　なお、落札者決定基準の詳細は、入札説明書等による。

　⑵　評価基準

　　ア　ドクターヘリの仕様等

　　イ　ドクターヘリの運航体制

　　ウ　ドクターヘリその他航空事業の実績

　　エ　その他

８　その他

　⑴　入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑵　入札保証金及び契約保証金

　　　入札保証金及び契約保証金は免除する。

　⑶　入札者に要求される事項

　　 　５により入札参加資格要件の確認を受けた者で、入札に参加しようとする場合は、入札説明書等に基づき、提

案内容を記載した資料を次の期限までに３の場所に提出しなければならない。

　　　提出期限：令和４年１月14日（金）午後５時15分

　⑷　入札の無効

　　 　２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

　⑸　契約書作成の要否

　　　要

　⑹　その他

　　　詳細は、入札説明書等による。

９　Summary

　⑴　Nature and quantity of the service to be rendered 

　　　Helicopter Emergency Medical Service Operation (Out sourcing) 1set

　⑵　Time limit of tender 

　　　11:00 a.m. 26 January 2022

　⑶　Contact point for the notice

　　　Regional Medical Services Promotion Office Ishikawa Prefectural Government

　　　1-1 Kuratsuki Kanazawa 920-8580 Japan TEL 076-225-1449 (Japanese only)
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（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県

印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

石川県公安委員会告示第144号

　情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等（令和３年石川県公安委員会告示第32

号）の一部を次のように改正し、令和４年１月４日から施行する。

　　令和３年12月17日

 石 川 県 公 安 委 員 会　

　申請等の表道路交通法（昭和35年法律第105号）の項を次のように改める。

道路交通法（昭和35年法律第105号） 第74条の３第５項 安全運転管理者及び副安全運転管理者の選

任及び解任の届出

第78条第１項及び第２

項

道路使用許可の申請

第78条第４項 道路使用許可証の記載事項の変更の届出

第78条第５項 道路使用許可証の再交付の申請

　申請等の表警備業法（昭和47年法律第117号）の項を次のように改める。

警備業法（昭和47年法律第117号） 第10条第1項 廃止の届出

第16条第２項 服装の届出

第16条第３項において

準用する第11条第１項

服装の変更の届出

第17条第２項において

準用する第16条第２項

及び第11条第１項

護身用具の届出及び変更の届出

　申請等の表警備業法（昭和47年法律第117号）の項の次に次のように加える。

重要施設の周辺地域の上空における小型無

人機等の飛行の禁止に関する法律（平成28

年法律第９号）

第10条第３項 小型無人機等の飛行に係る通報

道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第

60号）

第５条第１項 通行禁止道路の通行の許可の申請

第８条第１項 制限外積載、設備外積載及び荷台乗車の許

可の申請

　申請等の表暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則（平成３年国家公安委員会規則第４号）の項

の次に次のように加える。

遺失物法施行規則（平成19年国家公安委員

会規則第６号）

第５条第１項 遺失届

　申請等の表に次のように加える。

石川県道路交通法施行細則（昭和35年石川

県公安委員会規則第12号）

第８条第２項 駐車許可の申請

公　安　委　員　会


